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介護予防通所リハビリテ－ション重要事項説明書 

（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 

◎当事業所が提供するサ－ビスについての相談窓口 

電話０２６８－４４－２１１１（午前８時３０分～午後５時まで） 

 

１.介護予防通所リハビリテ－ション事業所の概要 

(１)事業所の名称、所在地等 

事業所名 長野県厚生農業協同組合連合会 

鹿教湯三才山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ鹿教湯病院  

所 在 地       上田市鹿教湯温泉１３０８ 

介護保険事業者番号  ２０１０３１７７１３ 

通常の業務の実施地域 上田市（旧丸子町、旧武石村、塩田地区の一部） 

(２)事業所の職員体制 

管理者 １名 (常勤医師)    医   師（常勤医師１名）  

看護職員（常勤２名以上） 

理学療法士（常勤１名以上）  作業療法士（常勤１名以上） 

言語聴覚士（常勤１名以上）  介護職員（常勤２名以上） 

(３)営業日、営業時間 

営 業 日  月曜日～土曜日 

（休業日は鹿教湯三才山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ指定の休日とする） 

営業時間  午前８時３０分～午後５時まで 

 

２.通所リハビリテ－ションの内容 

(１)専任の理学療法士・作業療法士が機能の評価とリハビリテ－ションの指導

を行います。 

(２)鹿教湯の温泉を用いた入浴ができます。 

 (３)季節に応じて様々な行事を行います。 

(４)集団での活動を通して、いろいろな方々と交流をしていただきます。 

(５)リハビリ職、介護職、看護師と協業して、その方らしい生活の支援を行い

ます。 

(６)ご自宅に伺わせて頂き、生活環境の確認と、動作指導や介助指導を、ご本

人、ご家族、関連サービスの職員に行います。 

 

３.利用料金 

 (１)料金別紙参照 

 (２)解約料 

利用者はいつでも契約を解約することができ、解約料は一切かかりません。 
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(３)その他 

支払方法は、下記のようになります。 

料金が発生する場合、月ごとの清算とし、毎月１５日までに前月分の請求

書を発行しますので、月の末日までにお支払い下さい。お支払い頂きます

と領収書を発行します。お支払いの方法は、原則口座振替または口座振込

でお願いいたします。 

支払方法 支払要件等 

指定口座 

自動振替 

・サービスを利用した月の翌月22日（休業日の場合は翌営業日）に料金

を口座から振替えさせていただきます。 

指定口座 

振込 

・サービスを利用した月の翌月の末日（祝休日の場合は直前の平日）まで

に、事業所が指定する次の口座へお振り込みください。 

①  信州うえだ農協 丸子支所 普通口座 0080501 

     鹿教湯病院 院長 吉田邦広 

②  八十二銀行 丸子支店 普通口座 470851 

 鹿教湯三才山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 鹿教湯病院  

 

４.当事業所の特徴等 

(１)私達は要介護者と、その家族及び地域住民に適切な介護サ－ビスが利用で

きるように支援し、生活の質の向上を図るとともに、安心して生活ができ

る地域づくりを目的とします。 

(２)私達は、高齢者・障害者医療の実績と、経験を生かし要支援者の高齢者が

その方の有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営

むことができるように、地域のサ－ビス機関と連携をとり利用者の人権を尊

重し、サ－ビス計画・支援を行います。 

 

５.サ－ビス内容に関する相談・苦情窓口 

(１)当事業所に関するご相談・苦情を承ります。 

電 話  ０２６８－４４－２１１１ 

(受付時間 月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時まで) 

窓 口  長野県厚生農業協同組合連合会 

鹿教湯三才山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ鹿教湯病院  

通所リハビリテ－ション 

      管 理 者  吉 田 邦 広 

      管理者代行  中 沢 優 子 

 

(２)当事業所以外の相談・苦情窓口 

〒380-0871 長野市西長野加茂北 143-8 

長野県国民健康保険団体連合会  電 話０２６－２３８－１５８０ 

上田市高齢者介護課       電 話０２６８－２２－４１００ 

丸子地区自治センター      電 話０２６８－４２－００１５ 

武石地区自治センター      電 話０２６８－８５－２１１９ 
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６.事業所の経営法人について 

法  人  名 長野県厚生農業協同組合連合会 

代表者氏名 代表理事理事長 洞 和彦 

法人所在地 長野県長野市大字南長野北石堂町 1177-3 

電 話 番 号 ０２６－２３６－２３０５ 

 

７.当事業所の業務継続計画について  

  (１)感染症や非常災害の発生時には、策定してある業務継続計画に沿って、

事業の継続に努めます。 

  (２)業務継続計画については、定期的に確認の機会や必要な訓練を行います。 

  (３)業務継続計画については、必要に応じて見直しを行います。 

 

８.虐待防止の取り組みついて 

  (１)虐待に関する委員会を設置し、定期的に開催します。 

  (２)虐待防止のための研修機会を設けます。 

  (３)虐待防止のための指針を設けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


